
保育所運営費の経理等について

平成12年3月30日　児発第299号

厚生省児童家庭局長

保育制度については、平成10年4月施行の改正児

童福祉法によって、入所方式が措置制度から利用者

による選択利用方式とされ、需要に即した保育サー

ビスの提供が利用者の選択によっても促進される仕

組みとされたほか、待機児童の動向に見られるよう

に幅広い保育需要が顕在化するなど、制度をめぐる

状況が変化しているところである。こうした状況に

対応していくためには、保育サービスの量の拡充及

び質の確保を図るとともに、保育所運営の効率化・

安定化を進める必要があることから、今般、保育所

運営費の経理について、下記のとおりの取扱いを行

うこととし、平成12年度分の運営費から適用するこ

ととしたので、貴管下関係機関及び各保育所に対し、

周知徹底方お願いする。

本通知に定める運営費の弾力運用は、適切な施設

運営が確保されていることを前提として認められる

ものである。したがって、認可保育所及び保育制度

に対する信頼と期待に十分に応えていくためには、

保育所においては適切な保育を実施することが求め

られるとともに、併せて、行政庁においては指導監

査の一層の徹底が求められるところであるので、本

通知中「4．運営費の経理に係る指導監督」につい

て特に配意願いたい。

記

1．運営費の使途範囲

（1）保育所運営費（「児童福祉法による保育所運

営費国庫負担金について」（昭和51年4月16日

厚生省発児第59号の2）第1の1に規定する

運営費をいう。以下単に「運営費」という。）

のうち人件費は、保育所に属する職員の給与、

賃金等保育所運営における職員の処遇に必要

な一切の経費に支出されるものであり、管理

費は、物件費．旅費等保育所の運営に必要な

経費に支出されるものであり、事業費は、保

育所入所児童の処遇に直接必要な一切の経費

に支出されるものであること。

（2）（1）に関わらず、人件費、管理費又は事業

費については、保育所において次の要件のす

べてが満たされている場合にあっては、各区

分に関わらず、当該保育所を経営する事業に

係る人件費、事務費又は事業費に充てること

ができること。

①　児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63

号）が遵守されていること。

②　保育所運営費国庫負担金に係る交付基準及び

それに関する本職通知等に示す職員の配置等の事

項が遵守されていること。

③　給与に関する規程が整備され、その規程によ

り適正な給与水準が維持されている等人件費の運

用が適正に行われていること。
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④　給食について必要な栄養量が確保され、嗜好

を生かした調理がなされているとともに、日常生

活について必要な諸経費が適正に確保されている

こと。

⑤　入所児童に係る保育が保育所保育指針（平成11

年10月29日児発第799号本職通知「保育所保育指

針について」をいう。）を踏まえているとともに、

処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の

処遇が適切であること。

⑥　運営・経営の責任者である理事長等の役員、

施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参

加するなど役職員の資質の向上に努めていること。

⑦　その他保育所運営以外の事業を含む当該保育

所の設置者の運営について、問題となる事由がな

いこと。

（3）（1）に関わらず、運営費については、（2）

の①から⑦までに掲げる要件を満たす保育所

にあっては、長期的に安定した施設経営を確保

するため、以下の積立預金に積み立て、次年度

以降の当該保育所の経費に充てることができる

こと。

①　人件費積立預金（人件費の類に属する経費に

係る積立預金）

②　修繕積立預金（建物及び建物附属設備又は機

械器具等備品の修繕に要する費用に係る積立預

金）

③　備品等購入積立預金（業務省力化機器をはじ

め施設運営・経営上効果のある物品を購入するた

めの積立預金）

（4）（1）に関わらず、別表1に掲げる事業等のい

ずれかを実施する保育所であって、（2）の①か

ら⑦までに掲げる要件を満たすものにあって

は、当該事業を実施する会計年度において、運営

費を（2）に掲げる経費又は（3）に掲げる積立預

金への積立支出に加え、民間施設給与等改善費

（以下「民改費」という。）として加算された額に

相当する額の範囲内で、同一の設置者が設置す

る保育所に係る別表2に掲げる経費等に充てる

ことができること。

なお、民改費相当額を別表2に掲げる経費等

に充当する社会福祉法人（「社会福祉施設にお

ける運営費の運用及び指導について」（平成5

年3月19日社援施第39号）中、「2　運営費等の
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本部会計への繰入れについて」に定める弾力運

用のみを行うものを除く。）については、「社会

福祉法人会計基準の制定について」（平成12年

2月17日社援第310号）に定める社会福祉法人

会計基準に基づいて経理処理を行うこと。

2．積立預金及び当期末支払資金残高の取扱い

各積立預金をそれぞれの積立目的以外に使用する

場合又は当期末支払資金残高を取り崩して使用する

場合は、事前に貴職に協議を求め、審査の上適当と

認められる場合は、使用を認めて差し支えないこと。

なお、当期末支払資金残高については、自然災害

その他止むを得ない事由によりその取崩しを必要と

する場合又は取り崩す額の合計額がその年度の取崩

しを必要とする施設に係る経理区分の経常収入計

（予算額）の3％以下である場合は事前の協議を省

略して差し支えないこと。

3．運営費の管理・運用

（1）運営費の管理・運用については、銀行、郵便

局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高い

方法により行うこと。

（2）保育所以外の施設に係る経理区分又は収益事

業等の他の事業に対する運営費の貸付は、年度

内に精算する場合も含め認められないこと。

4．運営費の経理に係る指導監督

運営費の経理に係る指導監督については、社会福

祉施設に対する指導監督に係る関係通知と併せ、以

下の点を徹底されたいこと。

（1）設置者から提出された財務諸表及び現況報告

書については、厳正に審査確認を行うこと。特

に、財務諸表等については、各会計単位ごとの

審査はもちろんのこと、各会計単位間及び経年

の整合性についても審査を徹底されたいこと。

なお、経理の審査に際しては、「1・運営費の

使途範囲」の（2）①から⑦までに掲げる要

件が充足されているかどうかを併せて確認する

こと。

（2）設置者から提出された財務諸表等が以下のい



ずれかに該当する場合については、別表3の収

支計算分析表の提出を求め、「1．運営費の使

途範囲」から「3．運営費の管理・運用」まで

に示された事項の遵守状況を確認すること。特

に、「1．運営費の使途範囲」の（2）①から⑦

までに掲げる要件が充足されているかどうか

をはじめ入所児童の処遇の状況を十分に確認す

ること。

①　別表2の経費等への支出の合計額が民改費加

算額を超えている場合。

②　保育所に係る経理区分から、運営費の支出を

認めていない経費（配当、役員報酬、土地購入費、

他の事業への繰入れ等）への支出が行われている

場合。

③　運営費に係る当該会計年度の各種積立預金へ

の積立支出及び当期資金収支差額の合計額が、当

該施設に係る経理区分の経常収入計（決算額）の

5％相当額を上回る場合。

（3）入所児童の処遇等に不適切な事由が認められ

る場合には、改善計画を徴する等により速やか

に当該事由の解消が図られるよう強力に指導す

ること。これら入所児童の処遇等に係る指摘事

項について、改善措置が講じられない場合は、

改善措置が講じられるまでの間で貴職が必要と

認める期間、民改費の管理費加算分若しくは人

件費加算分又はその両者を減ずること。ただし、

遡及適用は行わないこと。

（4）入所児童の処遇に影響を及ぼすような悪質な

ケース等の場合には、新規入所児童の委託の停

止、既入所児童に対する施設の変更の勧奨、事

業の停止、施設認可の取消等についても検討す

ること。また、事案の内容に応じて、以上の措

置に加え、当該不祥事の関係者はもちろんのこ

と、設置主体の責任者、施設管理者等の責任を

明確にし、関係者の氏名の公表等も検討するこ

と。

この際、特に必要と認められる場合には、事

前に保育所に連絡することなく児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第46条第1項に規定する

調査を行うことも考慮されたいこと。

（5）（2）の結果、「1．運営費の使途範囲」か

ら「3．運営費の管理．運用」までに示した範

囲を超える支出が行われていた場合には、4月
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分から翌年3月分までの間の民改費全額につい

て加算を停止すること。

5．その他

本通知中に示した使途等に係る取扱いは、運営費

について適用されるものであり、運営費以外の収入

については適用されないものであること。

なお、運営費以外の収入のうち、厚生省の所管す

る補助事業に基づく補助金等については、その事業

に応じ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和30年法律第179号）その他の関係法令

及び当該事業の補助要綱等に示された要件の適用が

あるものであること。

（以下、略）


